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国際協力に関する世界的な枠組み １ －ミレニアム開発目標と関連機関

2000年9月の国連ミレニアムサミットにおいて採択された国連ミレニアム宣言やそれまでの主要な国際会議やサミット等で採択された国際
開発目標を統合し、一つの共通の枠組みとしてまとめた開発目標

2015年までに達成すべき8つの目標を規定

2000年9月の国連ミレニアムサミットにおいて採択された国連ミレニアム宣言やそれまでの主要な国際会議やサミット等で採択された国際
開発目標を統合し、一つの共通の枠組みとしてまとめた開発目標

2015年までに達成すべき8つの目標を規定

ミレニアム開発目標(Millennium Development Goals: MDGs)ミレニアム開発目標(Millennium Development Goals: MDGs)

目標1: 極度の貧困と飢餓の撲滅
○ 1日1ドル未満の生活者を1990年の半数にする
○ 飢餓人口を1990年の水準の半数にする

目標2: 普遍的初等教育の達成
○ 全ての子どもが初等教育を修了できるようにする

目標3: ジェンダーの平等の推進と女性の地位向上
○ 全教育レベルの男女格差の解消

目標4: 乳幼児死亡率の削減
○ 5歳児未満の死亡率を1990年の1/3にする

目標5: 妊産婦の健康の改善
○ 妊産婦の死亡率を1990年の1/4にする

目標6: HIV／エイズ、マラリア、その他の疾病の蔓延防止
○ エイズ、マラリア等疾病の食い止めと減少

目標7: 環境の持続可能性の確保
○ 持続可能な開発の原則を国家政策等に反映させ、環境資源損失を減少

させる
○ 安全な飲料水や衛生施設を継続的に利用できない人の割合の半減
○ 少なくとも1億人のスラム居住者の生活の大幅改善

目標8: 開発のためのグローバル・パートナーシップの推進
○ 開放的でルールに基づき差別的でない等の貿易及び金融システムの構築
○ 後発開発途上国等の特別なニーズに対応(無税無枠等)
○ 開発途上国の債務問題への対応
○ 若者への生産的な仕事の提供
○ 開発途上国において人々に安価で必要不可欠な医薬品確保
○ 情報通信の新技術の確保

目標1: 極度の貧困と飢餓の撲滅
○ 1日1ドル未満の生活者を1990年の半数にする
○ 飢餓人口を1990年の水準の半数にする

目標2: 普遍的初等教育の達成
○ 全ての子どもが初等教育を修了できるようにする

目標3: ジェンダーの平等の推進と女性の地位向上
○ 全教育レベルの男女格差の解消

目標4: 乳幼児死亡率の削減
○ 5歳児未満の死亡率を1990年の1/3にする

目標5: 妊産婦の健康の改善
○ 妊産婦の死亡率を1990年の1/4にする

目標6: HIV／エイズ、マラリア、その他の疾病の蔓延防止
○ エイズ、マラリア等疾病の食い止めと減少

目標7: 環境の持続可能性の確保
○ 持続可能な開発の原則を国家政策等に反映させ、環境資源損失を減少

させる
○ 安全な飲料水や衛生施設を継続的に利用できない人の割合の半減
○ 少なくとも1億人のスラム居住者の生活の大幅改善

目標8: 開発のためのグローバル・パートナーシップの推進
○ 開放的でルールに基づき差別的でない等の貿易及び金融システムの構築
○ 後発開発途上国等の特別なニーズに対応(無税無枠等)
○ 開発途上国の債務問題への対応
○ 若者への生産的な仕事の提供
○ 開発途上国において人々に安価で必要不可欠な医薬品確保
○ 情報通信の新技術の確保

協力する主な国際機関協力する主な国際機関

国際労働機関
(ILO)

完全雇用、労使協調、
社会保障等の促進
本部・ジュネーブ

国際労働機関
(ILO)

完全雇用、労使協調、
社会保障等の促進
本部・ジュネーブ

世界貿易機関
(WTO)

自由貿易体制の維持・強化
本部・ジュネーブ

世界貿易機関
(WTO)

自由貿易体制の維持・強化
本部・ジュネーブ

経済協力開発機構
(OECD)

意見交換等による経済成長、
貿易自由化、途上国支援

本部・パリ

経済協力開発機構
(OECD)

意見交換等による経済成長、
貿易自由化、途上国支援

本部・パリ

国連開発計画
(UNDP)

国連の技術協力の
中核的資金供与機関
本部・ニューヨーク

国連開発計画
(UNDP)

国連の技術協力の
中核的資金供与機関
本部・ニューヨーク

国連児童基金
(UNICEF)

開発途上国の児童に
対する長期的援助等
本部・ニューヨーク

国連児童基金
(UNICEF)

開発途上国の児童に
対する長期的援助等
本部・ニューヨーク

国際電気通信連合
(ITU)

無線通信と電気通信の標準化等
本部・ジュネーブ

国際電気通信連合
(ITU)

無線通信と電気通信の標準化等
本部・ジュネーブ

国際通貨基金
(IMF)

為替相場の安定による
国際金融秩序維持等
本部・ワシントンDC

国際通貨基金
(IMF)

為替相場の安定による
国際金融秩序維持等
本部・ワシントンDC

国際復興開発銀行
(世界銀行)

途上国開発における
最大の援助主体

本部・ワシントンDC

国際復興開発銀行
(世界銀行)

途上国開発における
最大の援助主体

本部・ワシントンDC

世界保健機関
(WHO)

全ての人が可能な最高の
健康水準の達成
本部・ジュネーブ

世界保健機関
(WHO)

全ての人が可能な最高の
健康水準の達成
本部・ジュネーブ

国連食糧農業機関
(FAO)

人類の飢餓からの解放
本部・ローマ

国連食糧農業機関
(FAO)

人類の飢餓からの解放
本部・ローマ

等
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（参考）ミレニアム開発目標：世界の共通アジェンダ

出典：目標１，２，３，４，５，７国連『ミレニアム開発目標報告書；Statistical Annex 2006』、
目標６UNAIDS『エイズの世界的流行に関する２００６年報告書：UNAIDS 10th Anniversary Special Edition』
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国際協力に関する世界的な枠組み ２ ー国連開発計画（ＵＮＤＰ）①

・ 国連開発計画(UNDP)は国連システムのグローバルな開発ネットワークとして、実践例をもとに知識や政策アドバイス、啓
蒙・啓発活動、技術支援を行い、各国が知識や経験や資金にアクセスできるよう支援。以下の５つのプログラムに基づき推進。

・ ＵＮＤＰは166カ国で活動を行い、各国の国民と共に、グローバルな課題や国内の課題に対し、それぞれの国に合った解決策が見
出せるよう取り組んでいる。

・ ２００６年度ＵＮＤＰ活動支出は３１億６２００万米ドル。

ＵＮＤＰ５つのプログラム

１ 民主的ガバナンス

① 選挙支援活動
・ ガイアナでは、国連ミッションとともに3,000万人分の投票用紙のデザインと配布、26万4,000人の選挙タッフの研修で同国の選挙委員会へ支援実施。

② 女性の政治参加の拡大
・ クウェートで、市民社会団体とともに女性の立候補者を支援し、看板、バス内のポスター、テレビ広告等で投票に関する情報を伝達→女性有権者の３５％が

投票。
③ 世界の議会支援

・ アラブ首長国連邦では女性議員の研修を実施→有給の育児休暇の延長等女性に有益な政策実現。

【民主的ガバナンスにより人々の生きるうえでの選択肢が拡大】

２ 貧困削減

➀ 貧困削減
・ マウライ政府とともに「種子と肥料に対する手厚い補助金制度」を計画。

② 金融サービスの利用拡大
・ タジキスタンでは１０年近くにわたり１００の農村にマイクロファイナンスの融資を積極的に実施。

③ 現代技術の利用
・ ケニアで、地元農家とともに収穫技術、流通方法、害虫対策の改善に着手。

３ 環境とエネルギー

① エネルギー供給の拡大
・ ブルキナファソではＵＮＤＰの支援を受けてエネルギーサービスの提供を開始。

② 環境保全
・ 「中国における緑の貧困削減プロジェクト」で貧困層の農民にヤトロファ・クルカス（環境的に持続可能な多年生植物で砂漠化を防ぐ効果が有する）の栽培支

援。

４ 危機予防と復興

① 紛争後の経済復興支援
・ アフガニスタンで１０億米ドル近くの支援供与。アフガニンスタン暫定行政機構設立、国家公務員復職、３度の選挙、国民議会の設置に使用。

５ ＨＩＶ/エイズ
・ ２００６年度時点でＵＮＤＰは２４カ国で５８の支援案件を担当し、１年間に１億５,５００万米ドルの資金を振り分けを実施。

【国を挙げた取り組みと国際支援により公平な経済成長が可能】

【自国での充分な危機認識により、リスク軽減や自国開発が可能】

【ＨＩＶ/エイズウイルスにより医療負担の増加、生産力・労働力の不足防止】

【環境悪化と資源不足により貧困層の創出、経済活動の停滞、不平等の助長促進防止】
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○貧困削減

○HIV/エイズ

○水の格差
５つのプログラム

ＵＮＤＰの収入

国際協力に関する世界的な枠組み ２ ー国連開発計画（ＵＮＤＰ）②

5
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国際協力に関する世界的な枠組み ３ －世界銀行(World Bank)①

出典： 世界銀行年次報告 2007

世界銀行グループ

○世界銀行グループは異なる開発分野を専門とする５つの機関で構成されており、どの機関も「貧困のない世界」という同一の目標を掲げている。
○世界銀行は開発資金の融資機関であり、どのような政策が開発目標の達成に最も役立つかについて各国と意見交換を行うほか、
財政援助と技術協力を行う。

○世界銀行の2007年度の運営予算総額は21億1900万ドル、融資、保証、グラントの承認額は247億ドル。

●目的
政府保証を受けずに、途上国や体制移行
国など資金へのアクセスが困難な地域・国
の持続可能な民間企業に投資を行う。

●業務
出資、長期融資、アドバイザリー・サービスほか

●目的
リスクの高い低所得国への投資促進、複雑
なインフラ・プロジェクトの支援 ほか

●業務
通貨の兌換停止や戦争・内乱など非商業的
リスク（ポリティカル・リスク）保険（保証）提供

●目的
国際投資紛争の調停・仲裁の提供による外
国投資促進

●業務
国際投資紛争の調停・仲裁
仲裁法・外国投資法に関する研究・出版

●名称

国際復興開発銀行 (International Bank for Reconstruction    
and Development)

●設立等

開発資金の融資機関。1944年設立、185加盟国

●目的

中所得国及び信用力のある貧困国の貧困削減のために持続
可能な開発を促進。

●業務

融資業務 （融資、保証、リスク管理サービス）
非融資業務（分析・助言サービスなど）

●2007年度融資額

34か国の112件の新規プロジェクトに対して128億ドル

●名称

国際開発協会 (International Development Association)
●設立等

IBRDの姉妹機関。1960年設立、166加盟国

●目的
82の最貧国に譲許的融資を行い、貧困削減のために持続可

能な開発を促進。

●業務

無利子・長期の融資、グラント（贈与）
分析・助言サービスなど

●2007年度融資額

64か国の189件の新規プロジェクトに対して119億ドル

世界銀行

・理事（任命理事5名、選任
理事38名）のうち、任命理
事1名は日本人。

・執行副総裁（MIGA長官）

は日本人。

（2007年6月30日現在）

6
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出典： 世界銀行年次報告 2007

►５つの重要分野における主な活動

１ 保健・教育・ジェンダー: この分野での改善は世銀の使命達成の基礎であり、８つのミレニアム開発目標（MDGs）のうち６つはこの分野を扱う。

保健・栄養・人口

教育

ジェンダーの平等

２ インフラとクリーンエネルギー: 途上国におけるインフラ整備は、貧困の削減、成長の拡大、ミレニアム開発目標（MDGs） 達成の鍵。

インフラ

クリーンエネルギー

３ 金融・民間セクター開発: 効率的で十分に整備された金融市場と法的・規制環境は投資活動を活性化させ、雇用創出、成長の機会を促進する。

市場インフラ開発

サービス支援

４ ガバナンスの強化と不正の削減: ガバナンスの向上と不正との闘いは、より良い基本サービスを提供し、貧困層の利益のために成長・雇用機会創出する助けとなる。

プロジェクト・レベル

国レベル

５ 中所得国に対する戦略: 中所得国では経済管理の質は大幅に向上しており、融資とは直結していない知識サービスが世銀に求められている。

３つの事業分野

○２０１５年を目標年としているミレニアム開発目標（MDGs）の達成を目指す途上国の取組みを支援。

○貧困国においては、確かな援助支援を提供すると同時に、借入国の主体性ある首尾一貫したプログラムやプロジェクトを支援。また、他の

援助国（機関）の援助を活用し、援助提供者と借入国のパートナーシップの強化に貢献。

○中所得国においては比較優位のある分野に重点をおいて借入国による持続的で公平な経済成長の追求を支援するとともに、開発を支持

する政策、特に貿易に関連した政策の採用を推奨。

学校建設・設備整備、カリキュラム開発、教員研修、職業・技術教育支援、省庁職員の能力向上（財務管理、調達）等

融資対象中、最も多い分野は運輸（50%）、次いで上下水道関連（31%）。ほか、都市サービス、土地利用管理、情報通信技術など。

貧困層への住宅金融へのアクセス拡大、健康保険・生命保険・家畜保険・作物保険の提供を支援。マイクロファイナンスを促進。

公共セクター改革、インフラ、保健、金融セクターなど世銀の融資のポートフォリオ全体にわたりプロジェクトに組み込まれている。

財政管理における透明性向上、税・関税の管理強化、法務・司法改革支援、説明責任の拡大を支援。

安価な近代的エネルギーへのアクセス拡大を助ける投資を加速させること、低炭素経済への移行を促進すること、気候変動への途
上国の対応を援助すること、の３つの問題に取り組む。

決済システム、信用情報システム、デイスクロージャー基準などの開発、監視（リスク管理の向上）、コーポレート・ガバナンスの評価・
慣行の改善を支援。マネーロンダリング、テロ資金源への対策を重点化。

知識サービス（プロジェクトサイクル活動、助言サービス等）、金融サービス（融資・リスク管理等のツールを検討）、戦略・調整サービス
（政策対話、知見の提供）に取り組む。

保健システムの強化、市民生活への関与の強化
・アフガニスタンや東ティモールでは、武力紛争の結果として保健セクターの人員、インフラ、管理能力に大きな損失が生じたが、世
銀融資の結果、アフガニスタンでは当該州における保健サービスの平均利用回数が4倍に増加。東ティモールでは保健サービス
の平均利用回数が1人当たり年1回から年2.5回に、出産時の専門技能者の立会いは26%から41%に増加。

2007年度、女性の経済的自立の強化を図る行動計画「ジェンダー平等の経済的意味」を採択。
・女性生産者の生産性や収益増大を助けるための農業等支援などのほか、女性が良質な雇用へ移行することを促進。
・女性向け商業貸出制度創設し、女性の借入能力を高める研修を実施。
・運輸・水・エネルギー等重要なインフラサービスへの女性のアクセスを拡大。

国際協力に関する世界的な枠組み ３ －世界銀行(World Bank)②

7



8出典： 世界銀行年次報告 2007、UPU 戦略会議（2006年11月）における
世界銀行グループの資料から作成。

►郵便分野の開発協力
・社会の情報化を通じた経済発展、途上国と先進国のデジタルデバイド解消、ＩＣＴ利用に
よる効率化・サービス拡大等の点から、郵便セクター （送金サービス業務を含む）の改
革が必要。

・1980年代から2006年の間に財務分析・支援、セクター改革、ICT活用、人材育成等に
おいて約50の郵便事業体を支援。主な国々は次のとおり。
（アフリカ） セネガル、ニジェール、カメルーン、ブルキナファソ、カーボ・ベルデ、

ナイジェリア、ルワンダ
（北アフリカ・中東） アルジェリア、エジプト、バーレーン、ヨルダン
（アジア・大洋州） サモア、インド
（中央アジア） アジェルバイジャン

国際協力に関する世界的な枠組み ３ －世界銀行(World Bank)③
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国際協力に関する世界的な枠組み ４ －ＩＭＦ（国際通貨基金）①

国際的な資金協力、為替の安定、秩序ある為替取極の促進、国際収支困難に陥った国への短期的な資金支援、経済成長の促進、高
水準の雇用の確保を目的として、１９４６年に設立された国際連合の専門機関。

ＩＭＦの活動は、① 国際収支危機を未然に防ぐための加盟国のマクロ・為替政策に関するサーベイランス（監視）、② 加盟国の国際収
支調整及び経済構造調整のための融資（金融支援）、③ 財政金融制度の整備や統計作成のための技術支援。

国際的な資金協力、為替の安定、秩序ある為替取極の促進、国際収支困難に陥った国への短期的な資金支援、経済成長の促進、高
水準の雇用の確保を目的として、１９４６年に設立された国際連合の専門機関。

ＩＭＦの活動は、① 国際収支危機を未然に防ぐための加盟国のマクロ・為替政策に関するサーベイランス（監視）、② 加盟国の国際収
支調整及び経済構造調整のための融資（金融支援）、③ 財政金融制度の整備や統計作成のための技術支援。

ＩＭＦの３つの活動ＩＭＦの３つの活動

１．サーベイランス（監視）１．サーベイランス（監視）

一国の経済・金融政策が他の多くの国々に影響を及ぼす可能性のある今日の
グローバル化した経済では、世界規模で経済の発展を監視するための国際協力
が不可欠であるとの考えの下、ＩＭＦが加盟国等における下記の分野（主な例）に
ついて監視、評価を実施。

為替相場、通貨及び財政政策
各国の為替相場制度の選択、為替相場制度と財政・通貨政策との整合性
の確立等、広範な問題について助言。
構造政策
国の経済成長や債務問題に影響を及ぼす構造政策を監視し、構造問題が
マクロ経済活動に重大な影響を及ぼす場合、当該国とＩＭＦとの政策協議を
実施。
金融部門の問題
各国金融部門の長所と弱点を評価するため、世界銀行と共同で金融部門
評価プログラム（ＦＳＡＰ）を策定。
制度問題
中央銀行の独立性、金融部門の規制、企業統治、政策の透明性と説明責
任の問題について監視、評価。
リスクと脆弱性の評価
危機回避のため、経常収支の状況や対外債務の持続可能性を中心に政
策を評価。
多国間及び地域における政策監視
世界経済の動向・進展、地域単位の取決めに基づく経済開発や政策につ
いて定例的に審査、分析。

２．金融支援２．金融支援

国際収支の問題を抱える国々が、国際準備資産を再構築し、自国通貨を安定
させ、輸入代金の継続的な支払いを可能とするため、持続的な経済成長を果た
す条件を回復できるよう、当該国々に貸し付け。

貧困削減・成長ファシリティ（ＰＲＧＦ）：
低所得国向けの譲許利子率での貸付
スタンドバイ取極（ＳＢＡ）：
短期的な国際収支困難への対処を支援するための貸付
拡大信用供与措置（ＥＦＦ）：
長期的な国際収支困難に取り組む構造的改革を支援するための貸付
補完的準備制度（ＳＲＦ）：
突然かつ破壊的な市場の信用喪失に関連して国際収支困難に直面した場合
の短期間な支援
補償的融資制度（ＣＦＦ）：
加盟国のコントロールが及ばない事態に起因する一時的な輸出収入及びサー
ビスの受取りの減少又は穀物輸入費の上昇を補償するための融資
緊急支援：自然災害や戦禍を蒙った国々に対する迅速で中期的な貸付

３．技術支援３．技術支援

加盟国の経済政策と金融政策の効果を上げることにより、その国の生産的資源
の発展に貢献するため、トレーニング等の技術支援を提供し、各国の人的・組織
的能力の強化及び効果的なマクロ経済的・構造的政策の策定・実施を支援。

財政政策 －租税政策、支出政策、予算編成・公的支出管理 等
通貨政策 －中央銀行と通貨の体制、銀行の監督・規制 等
統 計 －国際収支・対外債務統計、通貨・金融統計 等

【技術支援の中心的分野】

【ＩＭＦの融資制度】 （特定のプロジェクトに対する融資は行わない。）

【主な監視分野】

⇒ サーベイランスの結果は、定期刊行される「世界経済見通し」等において公表。

（出典：外務省HP、IMF HP）
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最近の活動内容最近の活動内容

アジア通貨危機の教訓を踏まえ、グローバル化に伴う環境の変化に
対応した国際通貨システムの構造強化に向けた種々の取組を実施。
低所得国に対しては、中期的なマクロ経済調整及び構造調整プログ

ラムの履行支援を目的として、譲許的な条件（金利0.5％、期間10年）に
よるPRGF融資（Poverty Reduction and Growth Facility）を実施。

■ ＩＭＦの通常融資（一般資金の引出し） ■ ＰＲＧＦ融資

【 IMFへの出資状況】 （2006年）

国際協力に関する世界的な枠組み ４ －ＩＭＦ（国際通貨基金）②

■ 技術協力の収支・供与状況（2005－2007年）

（2007年に承認されたＰＲＧＦ案件）

■ 技術協力の供与先国グループ（2007年）

SDR 7.3 billion

SDR 3.9 billion

（出典：外務省HP、IMF年次報告書2006、「IMF in Focus」）
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国際協力に関する世界的な枠組み ５ － ＡＤＢ（アジア開発銀行）①

ADBは、アジア・太平洋地域における経済成長及び経済協力を助長し、開発途上国の経済開発に貢献することを目的として１９６６年に
設立。本部はフィリピン（マニラ）。現在、６６の国・地域が加盟。日本は設立時からの原加盟国。
ADBの主な活動は、① 開発途上加盟国に対する資金の貸付・株式投資、② 開発プロジェクト／プログラムの準備・執行のための技術
支援及び助言業務、③ 開発のための公的／民間支援の促進、④ 開発途上加盟国の開発政策調整支援。
開発途上国に対する融資と技術援助は、主に社会基盤（教育･医療等）、運輸･通信、エネルギー、農業･天然資源、鉱工業、金融等のプ
ロジェクトに供与。

ADBは、アジア・太平洋地域における経済成長及び経済協力を助長し、開発途上国の経済開発に貢献することを目的として１９６６年に
設立。本部はフィリピン（マニラ）。現在、６６の国・地域が加盟。日本は設立時からの原加盟国。
ADBの主な活動は、① 開発途上加盟国に対する資金の貸付・株式投資、② 開発プロジェクト／プログラムの準備・執行のための技術
支援及び助言業務、③ 開発のための公的／民間支援の促進、④ 開発途上加盟国の開発政策調整支援。
開発途上国に対する融資と技術援助は、主に社会基盤（教育･医療等）、運輸･通信、エネルギー、農業･天然資源、鉱工業、金融等のプ
ロジェクトに供与。

ＡＤＢ業務の重点課題：「第２次中期戦略」（2006年5月策定）ＡＤＢ業務の重点課題：「第２次中期戦略」（2006年5月策定）

１．投資の促進１．投資の促進

２．インクルーシブ（非排他的）な開発の強化２．インクルーシブ（非排他的）な開発の強化

３．地域協力・地域統合の促進３．地域協力・地域統合の促進

４．環境管理４．環境管理

５．ガバナンスの強化と汚職防止５．ガバナンスの強化と汚職防止

政策・制度改革、インフラ開発、教育及び保健分野への投資を通じた
質の高い人材開発への援助を通じて、途上国による投資環境の改善
への支援を強化。

公共／民間セクターから協調融資を引き出すことを追求。

⇒ 「民間セクター開発のための戦略的枠組み」（改訂版：2006年2月採択）

民間セクター開発に適した環境の整備、追加的資金の動員、公共財と公共サービスの

資金調達方法の開発を目指す。

⇒ 「ファイナンシング・パートナーシップ戦略」（2006年7月採択）

クライアント志向と選別性を高め、ファイナンシング・パートナーシップを深化・拡大し、
商品とサービスの適切性を確保し、知識へのアクセスを改善し、ADB 内部の革新を育み、

ビジネスモデルに新たなアプローチと変化を段階的に導入することによって、より事前対
応型かつ効果的なファイナンシング・パートナーになることを目指す。

農村部における生産的雇用の拡大とインフォーマルな都市セクターに
おける生産性及び賃金所得の向上に加え、貧困の所得以外の側面に
対応する措置の組合わせを強化。

各種サービス、資源及び機会への公平なアクセスの確保、社会・経済・
政治活動に対する貧困層・周縁化集団の積極的な参画、貧困層・周縁
化集団が慢性的リスク又は突発的リスクに対応するための家計レベル
の安全保障を奨励。

女子教育、女子及び女性の健康の改善、女性へのマイクロファイナン
ス・プロジェクトの支援により、ジェンダーの平等を促進。

国レベルの貧困削減努力を補強する手段として地域協力・地域統合を主流化。

国境を越えるインフラを支援することにより接続性を高め、通貨・財政面での協力を促進し、
貿易・投資面での協力及び統合に関する助言能力を開発し、地域公共財の提供により貢献。

⇒ 「地域協力・統合戦略」（2006年7月採択）

アジア太平洋地域における協力と統合を支援・促進していく ４つの方法
（１） 地域協力・地域統合プロジェクト及びプログラムへの資金提供、関連する技術援助の提供並びに各国による

他の資金・技術援助動員の支援
（２） 地域協力と地域統合に関する知識と情報の創造、整理及び普及
（３） 地域協力と地域統合を管理するための各国及び地域・準地域組織の能力開発の支援
（４） アジアにおける地域協力と地域統合に対する触媒効果と調整

エネルギー効率、都市環境改善及び健全な天然資源管理に重点を置いた支援を推進。

⇒ 「エネルギー効率イニシアティブ」（2005年から開始）

開目標達成のための国／地域レベルの戦略・行動計画を策定、エネルギー効率のためのアジア太平洋基金設立
の可能性を検討。イニシアティブ下での活動をモニター、評価するためのＡＤＢの組織能力を開発。

⇒ 「炭素市場イニシアティブ」（2006年11月採択）

開発途上国における代替クリーン・エネルギー源の利用可能性を高め、先進国による京都議定書の下での温暖化
ガス排出削減目標の達成を支援。
（１） 炭素市場問題に特化したプロジェクト協調融資ファシリティ「アジア太平洋炭素基金」の設立
（２） 技術支援を通じたクリーン開発メカニズムの開発者及びプロジェクト専門家に対する支援
（３） クレジット・マーケティング・ファシリティを通じた炭素クレジット販売促進のためのプロジェクト開発者への支援

調達、公共支出管理、法律及び規制を含む公共財運営、ADBの活動セクターにおける能力

開発に焦点を当て、汚職防止のための共通枠組みの構築を推進。

⇒ 「第２次ガバナンス・汚職防止行動計画」（2006年7月採択）

（出典：外務省HP、ADB年次報告書2006）
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国際協力に関する世界的な枠組み ５ － ＡＤＢ（アジア開発銀行）②

最近の活動内容最近の活動内容

• １９９９年１１月、貧困層重視の持続的経済成長、社会開発及びグッド・
ガバナンスを三本柱とする「貧困削減戦略」を策定。

• ２００６年５月、2006～2008年の３年間を対象とした基本的業務指針を

定めた「第二次中期戦略」を発表。

【ADBの主な財源】
・ 「通常資本財源（OCR）」：

比較的所得の高い開発途上加盟国への融資業務に使用。
・ 「アジア開発基金（ADF）」：
低所得国向けに緩和された条件で融資業務に使用。

・ 「技術援助特別基金」：
加盟国からの拠出金とOCR及びADFからの配分金からなり、技術

援助に用いられる。

【ADBへの出資割合】
（2006年4月30日現在）

総額約15億ドルの直接付加価値協調融資は、 103件のプロジェクトに対して実施。

うち14億ドルは29件の投資プロジェクト、9,270万ドルは74件の技術援助プロジェクト。

2006年中に承認した無償案件は43件。うち最も多いテーマは持
続可能な経済成長に関するもので、25件。

2006 年に承認した技術援助案件は260 件。うち73件はプロジェクトの形成、98件は助言、89件は地域支援を目的
とするもの。承認総額のうち、9,230万ドルは技術援助特別基金、5,660万ドルは日本特別基金、残る9,270万ドルは

その他の多国間及び二国間ドナーから供与。

ADB は2006 年中に、67件のプロジェクトに対する80 件・計74億ドルの貸付、14件・計2 億6,050 
万ドルの出資、3件・計1億2,480万ドルの保証、5件・計5億3,000 万ドルのシンジケーション案件、
43件・計5億3,840万ドルの無償援助案件、260 件・計2 億4,160万ドルの技術援助案件を承認。

（出典：外務省HP、ADB年次報告書2006）
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●

●
●

アジア・太平洋
地域支援センター

（ＲＳＣＡＰ）
（於：シンガポール）

ＵＰＵ国際事務局

業務及び技術部

郵便技術センター
ＰＴＣ（本部）

（於：スイス・ベルン）
（研修部門）

アジア＝太平洋
ポスタル・カレッジ

（ＡＰＰＣ）

ＡＰＰＵ事務局
（於：タイ・バンコク）

郵便分野における国際協力1 - ＵＰＵ等における国際協力の枠組み

ユーザーグループ

アクショングループ

郵便の発展（PDAG）

開発協力（DCAG） 地域アドバイザー

アジア・太平洋
地域アドバイザー

（バンコク在住）EMS
コーペラティブ

テレマティクス
コーペラティブ

管理理事会（ＣＡ）郵便業務理事会（ＰＯＣ）

システム面の
開発・普及支援
を総合的に担

当

ＰＴＣのアジア・
太平洋地域支
部のような存在

・ ＡＰＰＣ設立以来、 ここで訓練を受けた域内及び
アフリカ地域の郵便職員の総数は5，000人を超え

る。
・ 域内各国の中堅郵政職員の育成が任務。
・ 日本は、財政的・人的に貢献

ＵＰＵの枠組み ＡＰＰＵの枠組み

品質・研
修・技術
協力等を
担当
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決議Ｃ７/２００４決議Ｃ７/２００４

決議Ｃ２１/２００４決議Ｃ２１/２００４

決議Ｃ１４/２００４決議Ｃ１４/２００４

決議Ｃ２２/２００４決議Ｃ２２/２００４

姉妹プロジェクトによる開発協力業務の継続

UPUの地域でのプレゼンス２００５年～２００８年における郵便の改革及び発展に関する
UPUの政策及び活動

２００５年～２００８年におけるUPUの開発協力政策

当該プロジェクトへのＵＰＵ加盟国の積極参加を要請

ＣＡ及びＰＯＣに、ＵＰＵ国際事務局と 協力し、

● 優先地域及び必要性等を考慮しつつ、郵政庁間の姉妹プロジェクトの形

成を組織的に推進する

● 当該プロジェクトの立上げ及びそのフォローアップに限定連合及び地域ア
ドバイザーを関与させる

こと等を要請。

ＣＡ及びＰＯＣが、政府、郵政庁等の全関係者に対し次の重要な問題を
一層認識 させるため、ブカレスト戦略を踏まえつつ、基本作業計画の戦略的
枠組を策定することを承認。

● 国内の開発計画において郵便分野に必要な優先順位を与える政府
の重要性

● 国際融資機関が郵便部門への支援を増加することの必要性

● 公営郵便局が、通信市場において存続・競争し、領土内において全

国民に対しユニバーサルサービスを提供することができる活動的な企
業になる必要性

● 郵便改革プロジェクト実施に必要な支援を提供する限定連合の必要性

ＵＰＵ国際事務局に、次の追加的な資金源による資金調達を要請

● 任意分担金

● サービス品質基金

● 国連開発計画（ＵＮＤＰ）下での基金

● 地域アドバイザーの恩恵を享受する国からの費用負担

地域アドバイザーは全部で７名

● アフリカ地域：２名 ● 南北アメリカ地域：１名
● カリブ海地域：１名 ● アジア・太平洋地域：１名
● ヨーロッパ地域等：１名 ● アラブ諸国：１名

郵便分野における国際協力２
ー開発協力に関するブカレスト大会議決議

ＣＡ、ＰＯＣ及び国際事務局に、ブカレス戦略等を踏まえつつ、次の行動原則

を反映した２００５年-２００８年における開発協力計画の枠組みを確立するよう指

示。

● 援助を享受する国々は、自国の国内計画及び郵便部門の目的との間の
密接な関係を示し、また、その援助に係る費用を一部負担すること。

● ＲＤＰプロジェクトとサービス品質基金プロジェクト間の強固な連携を確保
すること。

● 全関係者の参加及び期待される成果を重視して地域ＭＩＰ及びサブ地域
ＭＩＰの実施を優先すること。

● 連合資金で賄われるナショナルＭＩＰは、ＬＤＣ及びその正当性が認められ
る場合には特殊状況にあるＤＣにも適用。
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アジア・太平洋地域のためのＲＤＰ （地域全体の計画）

サービス品質の
改善

（最優先事項）

郵趣ワークショップの開催郵便市場の開拓

友好関係プロジェクトの形成

ＩＦＳ又はＩＦＳ Ｌｉｇｈｔの導入及び二国間送金の迅速化

ワークショップの開催

ポスタル・セキュリティの強化

ＩＰＳ又はＩＰＳ Ｌｉｇｈｔの導入及びＩＰＳ又はＩＰＳ Ｌｉｇｈｔ及びサービス品質監査の有効

活用の促進

ポスタル・アドレッシングの促進

コスト・アカウンティングの普及促進費用システムの導入

ダイレクトメール・セミナーの開催

APPCの研修を通じた人材開発人材開発

ＩＰＤＰ導入における形成及び監査郵便改革の促進

地域ワークショップの開催郵便金融業務の
発展

郵政庁支援のための新アプローチ

プロジェクト分 野

地域ＭＩＰサブ

地域ＭＩＰ

国別ＭＩＰ

（対象国：LDC＋
一部のDC)

国別ＭＩＰ

（対象国：LDC）

（計１０件） （件数：１０件）

郵便分野における国際協力３ ー ＵＰＵにおける具体的取組（アジア太平洋地域）

○ UPU開発協力政策に基づき、地域開発計画（RDP）を策定の上、統合郵便計画・開発計画（IPDP）や多年度統合プロジェクト（MIP）、地域アド

バイザー等を活用して、地域のニーズに合致したプロジェクトを実施。

○ アジア太平洋地域では、サービス品質の改善を最優先事項に、郵便金融業務の発展・郵便改革の促進・人材開発等の需要が高い。

○ UPU開発協力政策に基づき、地域開発計画（RDP）を策定の上、統合郵便計画・開発計画（IPDP）や多年度統合プロジェクト（MIP）、地域アド

バイザー等を活用して、地域のニーズに合致したプロジェクトを実施。

○ アジア太平洋地域では、サービス品質の改善を最優先事項に、郵便金融業務の発展・郵便改革の促進・人材開発等の需要が高い。

ＩＰＤＰ

（各国単位の
郵便総合改
革計画）

ＵＰＵ開発協力政策２００５－２００８

【目指すべき目標】
●サービス品質の改善及び郵便業務と商品の
セキュリティの向上

●郵便改革プロセスの拡大を通じた郵便構造の
現代化

●通常郵便業務、小包郵便業務及び金融業務
等の郵便の主たる活動に関する市場の開発

【方法】
●地域開発計画（ＲＤＰ）
●統合郵便改革及び開発計画（ＩＰＤＰ）
●多年次統合プロジェクト（ＭＩＰ）
●訓練（人材開発）
●現地におけるプレゼンス（地域アドバイザー）

【財源】
●ＵＰＵ通常予算
●各国からの任意拠出金
●サービス品質改善基金（ＱＳＦ）の活用
●外部機関からの資金

ブカレスト郵便戦略

① ユニバーサル郵便サービス
② サービス品質と郵便ネットワーク

の効率性
③ 市場と顧客ニーズへの対応
④ 郵便の改革と持続可能な 発展
⑤ 郵便関係者間の協力と相互作用

ブカレスト
大会議決議

（件数：２件）

（件数：４件）

（地域的なＭＩＰ）

（各国単位のＭＩＰ）

（前頁参照）
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ブータンにおけるプロジェクト
（テレキオスクの設置）

ブータンにおけるプロジェクト
（テレキオスクの設置）

アフガニスタンにおけるプロジェクト
（多機能テレセンターの設置）

アフガニスタンにおけるプロジェクト
（多機能テレセンターの設置）

（ブータンの郵便局） （インド提供によるＶＳＡＴネットワーク）

【関係機関等】
ブータン・ポスト＆テレコム、インド、ＩＴＵ及びＵＰＵ

【実施状況】
・ １１０の郵便局のうち、３８局において接続
・ パソコンの設置及びＬＡＮ接続（於：ティンプー）
・ 郵便局長の研修
・ 郵便事業体が現在サービスを提供している６地域（Lunana、
Laya、Sombeykha、Merak、Shingkhar Lauri 及びThimphu）

のVSAT 接続（ハブはThimphuにあり）
・ 地方及び遠隔地におけるICTに対する認識の開発

【効果】
・ 配達時間の短縮
・ デジタル・アクセスが可能
・ 接続性の利益

出典：ITU・ＵＰＵ資料

【関係機関等】
アフガニスタン、インド、ＩＴＵ及びＵＰＵ

【実施状況】
・ 現在までに５つの郵便局(於：Heart、 Kandahal、 Jalalabad、

Mazare Sharif及びKabul） に多機能テレセンターを設置
・ 郵便局をＩＣＴアクセス、送金及び給与支払いの場として活用
・ インドが、１１の町とカブールに設備及びソフトウェアを提供

【効果】
・ 世界銀行の政府通信ネットワークとの接続性
・ インドの電気通信による災害復興

郵便分野における国際協力４ ーＵＰＵにおける具体的取組（ＩＴＵとの共同プロジェクト）

○ UPUは、ブータン、アフガニスタン等において、ＩＴＵ（国際電気通信連合）とも共同プロジェクトを実施している。○ UPUは、ブータン、アフガニスタン等において、ＩＴＵ（国際電気通信連合）とも共同プロジェクトを実施している。

16
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郵便分野における国際協力５ ーＡＰＰＵにおける具体的取組

○ ＡＰＰＵは、ＡＰＰＣにおいて、ＵＰＵとの合意及び地域ニーズを踏まえ、各種研修、ワークショップ及びセミナー等を実施。

○ ＵＰＵのアジア太平洋地域におけるＭＩＰ（多年次統合プロジェクト）及びサービス品質管理基金（ＱＳＦ）プロジェクトを顧問。

○ ＡＰＰＵは、ＡＰＰＣにおいて、ＵＰＵとの合意及び地域ニーズを踏まえ、各種研修、ワークショップ及びセミナー等を実施。

○ ＵＰＵのアジア太平洋地域におけるＭＩＰ（多年次統合プロジェクト）及びサービス品質管理基金（ＱＳＦ）プロジェクトを顧問。

【ＡＰＰＣ（アジア＝太平洋ポスタル・カレッジ）における研修等の実施状況】

① 通常研修

１６コースから成る通常研修を実施。当該研修には合計２０２人が参加（２００６年）。

＜通常研修の種類＞
・ 国際郵便の経理 ・ 計画、近代化及び自動化 ・ サービス品質管理 ・ 情報技術 ・ 人材管理 ・ 業務管理 ・ 郵便管

理 ・ 国際郵便サービス ・ 金融管理 ・ 郵趣 ・ ＥＭＳ ・ 高度な事業管理 ・ 郵便の金融サービス
・ 郵便の小売り、販売及び代理店業務 ・ ダイレクトメール及び高度なマーケティング ・ 通常郵便、小包郵便及びロジスティクス管理

② ワークショップ及びセミナー
（対象事項） ・ 郵便金融サービス （UPU及び日本郵政公社との共同） ・ 原価計算モデル（UPUとの共同）

・ ＥＭＳのラグビーシステム ・ アジアの国のためのサービス品質（UPUとの共同）
・ 到着料（APPU到着料ワーキンググループにより開催） ・ 国境を越えた郵便の将来（ドイツポストとの共同） 等

③ 外部研修プログラム（ＥＴＰ）
・ ラオス：「国際郵便の業務」及び「国際郵便の経理、新たな国際サービス及び調査」の２分野

・ ブルネイ：「サービス品質管理」の分野
・ ベトナム：「サービス品質管理」及び「ビジネスマネジメント」の分野
・ カンボジア：「事業計画」の分野

④ ＭＩＰ（多年度統合プロジェクト）及びＱＳＦ（サービス品質管理基金）プロジェクトにおける調整・顧問

・ ＡＰＰＣは、ＵＰＵが実施するツバル、フィジー及びモンゴルのためのＭＩＰの顧問も担当。（ツバル及びフィジー： 国際郵便の経理関連/
モンゴル：原価計算関連）

・ 顧問の仕事は、ＡＰＰＣが調整しているカンボジア、ネパール、モルディブ諸島、ツバル、サモア、ブータン及びアフガニスタンへの原価計

算に関するＱＳＦプロジェクトにおいても実施。

ＡＰＰＵにおける活動ＡＰＰＵにおける活動
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郵便分野における国際協力６ ー ＵＰＵにおける今後の方針

ＵＰＵの国際協力方針ＵＰＵの国際協力方針

平成２０年８月に開催予定の第２４回万国郵便大会議
（ナイロビ大会議）に向けて、現在、概ね以下のような内容の
「ＵＰＵ開発協力政策２００９－２０１２年」を策定中。

【目指すべきゴール】
Ⅰ ３つの次元（物理的、電子的、金融上）の

ネットワークの相互接続
Ⅱ 郵便セクターの発展とその市場
Ⅲ 郵便セクターのよりよいガバナンス

【方法】
次のアプローチを継続活用。
● 地域開発計画（ＲＤＰ）
● 統合郵便改革及び開発計画（ＩＰＤＰ）
● 多年度統合プロジェクト（ＭＩＰ）
● 訓練（人材開発）
● 現地におけるプレゼンス（地域アドバイザー）

【財源】
● ＵＰＵ通常予算
● 各国からの任意拠出金
● サービス品質改善基金（ＱＳＦ）の活用
● 外部機関からの資金

International Bureau of the Universal Postal Union

© UPU 2006 – All rights reserved

CEP GACD/GADP 2007.2–Doc 3
(Draft Congress-Doc 30)

UPU開発協力政策2009-2012

DCAG /PDAG joint meeting
1st November 2007

Abdelilah Bousseta – Development Cooperation Director (DCDEV)

仮訳

「UPU開発協力政策２００９－２０１２」については、以下の
資料３－４参照

資料３－４

18
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郵便分野における国際協力 ７ － 諸外国における事例

研修 設備・技術協力 パートナーシップ

二
国
間
／
少
数
国
間

韓国がモンゴルとカザフスタ
ンの郵便近代化に協力

■ 韓国郵政事業本部が世界で最
も効率的なロジスティクス・ネット
ワーク技術を両国に供与、及び
韓国IT企業開発の先進的郵便物
取扱いシステムを導入

■ ３ヶ国協力委員会を設置、韓国
ベンダーの途上国市場へのゲー
トウェーに

（The Korea Times, 2007.10）

韓国がモンゴルとカザフスタ
ンの郵便近代化に協力

■ 韓国郵政事業本部が世界で最
も効率的なロジスティクス・ネット
ワーク技術を両国に供与、及び
韓国IT企業開発の先進的郵便物
取扱いシステムを導入

■ ３ヶ国協力委員会を設置、韓国
ベンダーの途上国市場へのゲー
トウェーに

（The Korea Times, 2007.10）

ロシア・オランダ
■ ロシア・ポストとTNT

が協力のための覚書
■ TNTのロシア宛郵

便物の配達をロシア・
ポストが担当

■ EMSの欧州宛配達
をTNTが担当

（Interfax 2007.11）

ロシア・オランダ
■ ロシア・ポストとTNT

が協力のための覚書
■ TNTのロシア宛郵

便物の配達をロシア・
ポストが担当

■ EMSの欧州宛配達
をTNTが担当

（Interfax 2007.11）

スロベニア・クロアチ
ア
■ 両国郵便事業体間

の協力強化の合意書
に署名

■ 将来的な資本提携
も視野に

（Slov.Tisk.Ag.2006.7）

スロベニア・クロアチ
ア
■ 両国郵便事業体間

の協力強化の合意書
に署名

■ 将来的な資本提携
も視野に

（Slov.Tisk.Ag.2006.7）

シンガポール・イン
ドネシア
■ シングポストとポス・

インドネシアが４つの
分野（窓口サービス、
送金、ロジスティクス、
DM）で提携に合意

（Channel News Asia, 
2006.11）

シンガポール・イン
ドネシア
■ シングポストとポス・

インドネシアが４つの
分野（窓口サービス、
送金、ロジスティクス、
DM）で提携に合意

（Channel News Asia, 
2006.11）

ノルウェー・オランダ
■ ノルウェー・ポストと

TNTが郵便、急送便、
ロジスティクスの協力
関係に合意

■ ノルウェーは世界
規模のソリューション
を提供可能に、TNT
は北欧法人市場拡大

ノルウェー・オランダ
■ ノルウェー・ポストと

TNTが郵便、急送便、
ロジスティクスの協力
関係に合意

■ ノルウェーは世界
規模のソリューション
を提供可能に、TNT
は北欧法人市場拡大

多
国
間
／
国
際
機
関

インドが国際研修センター
開設を計画

■ インド・ポストがウッタルプラデ
シュ州ガジアバードに研究科管
理職センター（PGセンター）設立
を計画

■ インド経営大学との協力により
国内外の郵便事業体の上級管
理職を対象とした講座を開講

■ 外国人学生を対象とした郵便
業務研究科コースも開設

（UNI, 2007. 12）

インドが国際研修センター
開設を計画

■ インド・ポストがウッタルプラデ
シュ州ガジアバードに研究科管
理職センター（PGセンター）設立
を計画

■ インド経営大学との協力により
国内外の郵便事業体の上級管
理職を対象とした講座を開講

■ 外国人学生を対象とした郵便
業務研究科コースも開設

（UNI, 2007. 12）

ドイツポスト

■ 国連開発計画（UNDP）や人道
問題調整部（OCHA）と戦略パート
ナーシップを締結し、災害時の物
資無償輸送を実施

■ 国連児童基金（UNICEF）に対
しケニアで350万個の蚊帳を寄附

ドイツポスト

■ 国連開発計画（UNDP）や人道
問題調整部（OCHA）と戦略パート
ナーシップを締結し、災害時の物
資無償輸送を実施

■ 国連児童基金（UNICEF）に対
しケニアで350万個の蚊帳を寄附

オランダTNT
■ 世界食糧計画（WFP）に対し、

職員への航空訓練、パキスタン・イ
ンドネシア・レバノン・トーゴにおけ
る輸送サービス等の提供、TNT従
業員による募金

オランダTNT
■ 世界食糧計画（WFP）に対し、

職員への航空訓練、パキスタン・イ
ンドネシア・レバノン・トーゴにおけ
る輸送サービス等の提供、TNT従
業員による募金

業務提携
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郵便分野における国際協力８ ー 我が国（政府及び郵便事業体）の実績

ＵＰＵを通じた協力ＵＰＵを通じた協力 ＡＰＰＵを通じた協力ＡＰＰＵを通じた協力

１ 専門家の派遣

・ アジア・太平洋地域におけるＥＭＳ追跡

システムの配備促進、業務の質の改善、

国際郵便全般の技術協力等 を目的とし

て、UPU国際事務局へ専門家を派遣

２ 分担金の拠出

日本は、ＵＰＵ分担金総額の５．７％を

負担し、米・英・仏・独とともに最大分担

国の一つとして諸活動に貢献

【過去の拠出実績】
・ 平成１７年度（平成１８年分）：約１．８億円
・ 平成１８年度（平成１９年分）：約１．８億円
・ 平成１９年度（平成２０年分）：約２．０億円

３ UPU「緊急支援プロジェクト」への支援

平成１６年１２月に発生したスマトラ大地

震を受けて、UPUが被災国において被害

を蒙った郵便インフラの復興のために策定

した同プロジェクト等に対し資金を拠出

【過去の拠出実績】
・ スマトラ沖大地震（平成１６年１２月）
・ パキスタン大地震（平成１７年１０月）
・ インドネシア大地震（平成１８年５月）

１ 研修員の受入れ

APPU憲章（第５条）に基づく研修員

の受入れ

【過去の受入実績】
・ 平成１７年度： ４名（韓国２名、タイ２名）
・ 平成１８年度：２名（タイ）
・ 平成１９年度：２名（タイ）

※2007年12月13日現在

２ 分担金の拠出

日本は、ＡＰＰＵ分担金総額の６．９％

を負担する最大分担国の一つとして諸

活動に貢献

３ アジア＝太平洋ポスタル・カレッジ
（ＡＰＰＣ）に対する協力

アジア・太平洋域内の郵政職員の人
材育成のため、毎年奨学金を拠出

１ カハラ・ポストグループ（ＫＰＧ：Kahala Posts 
Group) への参画

国内外を問わず、差出人から受取人まで、Ｉ
ＣＴを活用した高度でシームレスな配送サービ
スの展開を目指した取組みを実施。（現在グルー
プ議長）

２ ＵＰＵ及びＡＰＰＵにおける各種会合への参画
・ 大会議（４年に１度開催）
・ ＰＯＣ（毎年２回）
・ ＣＡ（毎年２回）

３ ＡＰＰコーペラティブ（事業体グループ）への
ボードメンバーとしての参加

等

関係国間における協調関係国間における協調

ＪＩＣＡを通じた協力ＪＩＣＡを通じた協力

ＪＩＣＡとの協力による研修開催、途上国からの研修
の受入れ

【過去の受実績】

・平成１６年度：１９名

（急送郵便コース７名、郵便事業経営セミナー１２名）

・平成１７年度：１５名

（急送郵便コース７名、郵便事業経営セミナー８名）

・平成１８年度： ７名 （郵便事業経営セミナー７名）

※平成１９年度については、平成２０年２月開催予定
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国際協力における論点

○ 論点

１．実現しようとする目標（Goal）は何か。

－ 我が国が戦略的国際協力を行うことを通じて実現すべき利益は何か。

（参考） ・ ＩＴベンダーの販路拡大・国際競争力の強化（韓国型）

・ アジア太平洋地域におけるリーダーシップの強化（インド型）

・ 国際的プレゼンスの向上とビジネス上の利益の拡大（ドイツ、オランダ型）

２．目標達成のための方法論（対象分野、実施内容等）如何。

－ どのような分野／国・地域を対象に、どのような方法により実施するか。

（参考） ・ 技術協力・設備提供（韓国型）

・ （人材育成のための）共通基盤整備（インド型）

・ 国際機関との「戦略的パートナーシップ」の締結（ドイツ、オランダ型）

３．その他考慮すべき事項如何。

－ どのようにして地域におけるニーズを把握するのか

－ 従来と異なるイノベーティブな国際協力の要素にどのようなものがあるか

テーマ： 我が国としての「戦略的国際協力の展開」テーマ： 我が国としての「戦略的国際協力の展開」


